
官民協働による「宝塚生活ガイドブック」共同発行事業(発行)に係る仕様書 

 

1 印刷物の規格、内容等 

（1）名 称    宝塚生活ガイドブック 

（2）発行部数   116,000 部 

 （内訳） 

No 納品場所 部数 詳細 

1 市役所 4 階広報課 1,000 部 
窓口サービス課 …500 部 

広報課保管分  …500 部 

2 各 SC・SS 1,300 部 

①長尾 SC     …200 部 

②西谷 SC     … 50 部 

③雲雀丘 SS     …300 部 

④中山台 SS    …200 部 

⑤宝塚駅前 SS   …300 部 

⑥仁川駅前 SS  …200 部 

⑦売布神社駅前 SS… 50 部 

3 スポーツセンター 9,700 部 武道館 1F 倉庫へ 

4 全世帯配布分 104,000 部  

 

（3）刷り色    4 色 

（4）規 格     判型 A4 版約 164 ページ程度（表紙含む）を想定 

（民間広告概ね 40％程度まで） 

（5）紙質    再生紙を基本とする 

（6）製 本     無線綴じ 

（7）掲載内容 

①行政情報（原稿は宝塚市から提供） ※「2020 年度版宝塚生活ガイドブック」を参照 

②宝塚市内全図（掲載内容は現行の本市の「市内べんりマップ」の市内全図）及び防災

マップ（別冊で A1 版で折り込む） 

③その他（共同発行事業者編集の地域情報、広告など） 

（8）編集等の条件 

①企画、編集、印刷及び製本に係る一切の業務は、共同発行事業者が行う。 

その際、企画・編集等については、市と十分協議し、市の承認を得なければならない。 

②市は、テキストデータ、ＰＤＦデータ、宝塚市内全図、防災マップに関する地図情報

（Shape 形式データなど）、手書き原稿、画像情報等で行政情報の提供を行う。 

③地域情報は、宝塚市域と市が承認する範囲の地域の情報とし、その内容の範囲は、 

次の④に規定する広告の内容の範囲に準ずるものとする。 

④掲載できる広告の内容の範囲については、「宝塚市広告掲載要綱」を遵守する。 

 ⑤広告の営業、編集、校正については全て共同発行事業者が事業者の責任において行い、



トラブルや誤り等への対応も全て事業者が行うこととし、市は一切その責めを負わな

い。 

 

２ 広告 

共同発行事業者の広告掲載については、宝塚市広告掲載要綱に則ること。また、その

内容が生活ガイドブックに適さないものであると市が判断した場合は、全体または一部

を市と協議のうえ変更する。広告はすべて共同発行事業者による取り扱いとし、その収

入はすべて共同発行事業者に属する。 

広告等の販売時において、広告依頼者から誓約書（様式３）の提出を受けること。 

※誓約書の提出の無い場合は、広告を掲載することはできない。 

 

３ 発行時期 

 令和 5 年（2023 年）11 月頃 

 

４ 費用負担 

生活ガイドブックの編集、発行に係る費用は、共同発行事業者が全額負担するものとし、

市は一切の費用を負担しない。 

 

５ 著作権 

市が提供した各種データ及び市が提供した原稿をもとに完成した行政情報のテキスト情

報に係る著作権は、市に帰属する（著作権法第２７条、第２８条に係る権利を含む）。 

 

６ その他 

（1）常に市と緊密な連絡体制をとること。 

（2）市は、決定した共同発行事業者を市ホームページ等で広報する。但し、市は掲載広告

の営業につながる直接的な活動は、行わないものとする。 

（3）本事業の実施に際し、個人情報保護法等の関連法令を順守すること。また、本事業実

施に伴い入手する個人情報の取扱については、その保護管理体制を確立し、万が一に

も情報の漏洩等の事故がないように努めること。また、本事業が完了した後も同様と

する。 

（4）本仕様書に明示のない事項は、市の指示又は協議のうえ決定する。 



様式３ 

誓    約    書 

令和  年  月  日 

宝塚市長 あて 

（株）〇〇〇〇〇〇〇〇（〇〇市〇〇区〇〇町〇〇 以下、「本市共同発行事業者」とする）

が募集する「宝塚生活ガイドブック」への広告掲載を申し込むにあたり、宝塚市が広告掲

載を決定する際に必要とする事項につき、下記のとおり誓約する。 

記 

１ 国税及び宝塚市税等の滞納をしていないこと 

２ 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24 年条例第 6 号。以下、「条例」とい

う）第 2 条第 1 号に規定する暴力団、第 2号に規定する暴力団員、又は第 3 号に規定する

暴力団密接関係者に該当しないこと。また、市が必要とする場合に、兵庫県警へ照会を行

うことに合意し、市の求めに応じ速やかに役員等名簿の提出を行うこと 

３ 上記１、２に違反したときは、本市共同発行事業者との広告掲載契約の解除及び、解除

の事実についての公表など、市が行う措置について異議を唱えないこと 

広 告 掲 載 申 込 み 者 宝塚市使用欄 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

電話・FAX 番号 

代表者職氏名 

 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

電話・FAX 番号 

代表者職氏名 

 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

電話・FAX 番号 

代表者職氏名 

 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

電話・FAX 番号 

代表者職氏名 

 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

電話・FAX 番号 

代表者職氏名 

 


